


令和7年版によせて

　

　選挙の管理執行事務は、有権者が投じた貴重な一票を確実に政治
に届けるために不可欠な手続であり、一連の事務手続は公職選挙法
の規定に基づいて正確かつ公正に、瑕疵なく行われなくてはなりません。
　しかし、事務手続を定める公職選挙法等の規定は技術的・専門的に
詳細に規定され、そのうえ難解であることに加え、近年は法改正による
規定の変更・新設が相次いだこと、そして期日前投票制度や不在者投
票制度の利用者が選挙のたびに増加していることなどにより、選挙事
務は複雑化の一途をたどっており、瑕疵なく執行することは決して容易
なことではありません。さらに、投・開票所における新型コロナウイルス
感染症感染拡大予防への対応策が継続的に求められる必要もあり、
取り分け市町村の選挙管理事務担当者への負担はますます大きくなっ
ています。
　にもかかわらず、地方自治体では人員不足や異動サイクルの短期化
などを背景に、選挙管理委員会事務局の職員が選挙事務に熟達しづ
らい現状が続いています。その結果、選挙事務の執行に必要な知識や
経験が不十分なまま、不安や疑問を抱えながら選挙に臨まざるを得な
い職員が増えており、これが選挙事務におけるミス発生の一因となって
いるとの指摘もあります。
　このような状況を受け、私たち一般社団法人選挙制度実務研究会
は、その設立当初より選挙の管理執行の現場の実務を担う人材育成
事業の一環として「選管サポート事業」をスタートしました。本事業は本
研究会に会員登録をしていただいている全国の選挙管理委員会の皆
様からの質疑や課題に対する相談に対し、当研究会の選挙制度や選
挙の管理執行実務の専門家である会長、理事長、理事などが直接回
答するもので、事業開始以来、全国の選挙管理委員会の声として寄せ
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られたさまざまな質問への回答や課題の解決に向けたサポートをして
まいりました。
　令和3年（2021年）1月に初めて、本事業に寄せられた現場における
切実な質問とその回答をまとめた「市町村の現場から寄せられた 選挙
管理の実務に関するQ&A 令和3年版」を発行、以降各年ごとに発行
し、選挙管理事務に携わる多くの皆様にご利用いただいております。
　
　本書は、令和6年版以降に新たに寄せられた質問とその回答をまと
めたもので、これまで同様に選挙人名簿の調製、投・開票事務、選挙運
動、政治活動など、選挙の管理執行事務に係るさまざまな質問を整理
した上で、Q&A形式で各質問に対する本研究会の見解を紹介してい
ます。
　選挙の管理執行の現場での判断・対応は、いわゆる二者択一で判
断せざるを得ませんので、ぎりぎりの判断をしているものもあり、各方面
による解釈等と必ずしも完全に一致しない事例もあるかもしれないこと
も念頭に置いてください。
　当然のことながら各質問にはそれぞれ固有、個別の背景があるため、
本書で示した見解や回答が、必ずしも皆様の抱えている疑問や不安の
解消に直接繋がるとは限りませんが、いずれのQ&Aとも実際に起きた
事例であり、疑問や課題の解消への一助として、これまでに発行したも
のも含め引き続きご活用いただき、瑕疵のない円滑かつ適正な選挙の
管理執行の現場における実務に、お役立ていただければ幸いです。

　令和7年12月
一般社団法人 選挙制度実務研究会　

理事長　小島 勇人　
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 5	 	 町長選挙と同時に急遽、町議会議
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物に掲示されたポスター等の処置　 
������������������ 32

 7	 	 投票用紙の色分け�������� 33

投票
 1	 	 投票箱に何も入っていないことの確
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選挙人名簿

〔�県外への転出届取り消しによる県議会議員選挙の投票の可否〕

Q1 　本県では、４月9日に県議会議員選挙が予定されています。選挙人
の中に3月27日に3月29日付で本町から県外への転出届を提出し
た者がいます。この選挙における選挙時登録の基準日・登録日にお
いて登録要件を満たすため、本町の選挙人名簿に登録されています
が、県外に転出したため、県議会議員選挙の選挙権を失うこととな
り、投票ができなくなりました。当該者からどうしても今回の選挙で
投票をしたいので、県外への転出届を取り消した後、投票させて欲
しいと連絡がありました。ちなみに、転出先市町村への転入届は提
出していません。この場合、転出が取り消されれば県外転出の表示
を消除し、当該選挙の投票を可能としてもよいでしょうか。

A.	 �　転出の事実がなければ転出届を撤回した上で投票は可能です。

　当該選挙人が県外への転出を取りやめて転出届を撤回、すなわち依
然として町内に継続して住所があるという事実に即して判断すべきです
が、転出の事実がなければ、その旨を公選法第29条第1項に則って町
長から通報があった場合には、当該の通報に基づき、県外転出の表示
を消除して、当該県議会議員選挙の投票をさせることができるものと考
えます。
　� （公選法第9条、第29条、地方自治法第11条関係）

◆通し番号　００２　　〈質問日〉2023年4月1日
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〔�選挙人名簿の抄本の記載事項非開示の可否〕

Q2 　政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧申請があり、それ
により閲覧をした政治団体から選挙人に政治活動ビラが封入された
封書が送付されました。封書を受け取った選挙人は、抄本の閲覧に
より自分の住所や氏名等の個人情報が政治団体に知られてしまった
ことを知り、個人情報を他人に知られたくないとのことから、自らの
住所や氏名等を非開示にして欲しいと主張しています。
　公選法第28条の2で規定する選挙人名簿の閲覧については、閲
覧事項を不当な目的に利用されるおそれがあるなど閲覧を拒むに
足りる相当な理由があると認めるときは閲覧を拒否することができ
ますが（逐条解説令和3年改訂版（上）P253）、抄本の閲覧の制度
上、特定の個人の情報を非開示とすることはできないと考えますが
いかがでしょうか。

A.	 �　公選法の規定に基づき、適法な閲覧請求があった場合、原則として住所や氏名等の非開示は認められません。

　公選法第28条の2第１項の規定により、政治活動（選挙運動を含
む。）を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧は同条各項の定めに従っ
て認めています。また、同法第28条の３の規定により、政治又は選挙に
関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧を認めています。
　市町村の選挙管理委員会には、選挙人名簿の抄本を閲覧に供する
ことが義務づけられていますが、閲覧を認めている趣旨は、選挙人名簿
の正確性を期するためです。すなわち、閲覧事項を不当な目的に利用さ
れるおそれがあることなど、閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認
めるときは、公選法第28条の3第3項の規定により、閲覧を拒むことが
できるとされています。
　なお、政治活動（選挙運動を含む。）のための閲覧を求める場合に
は、直ちに選挙人名簿の正確性を確保する目的があるとはいい難いと
も言えますが、事柄の性質上、選挙人名簿の抄本により選挙人を把握
することに合理性や必然性が認められるものと考えられます。平常時に

◆通し番号　０４５　　〈質問日〉2023年4月28日
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